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職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

手
数
料
に
関
す
る
情
報
提
供
事
項
の
追
加

有
料
職
業
紹
介
事
業
者
が
、
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
提
供
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
情
報
で
あ
る
手
数
料
に
関
す
る
事
項
に
、
当
該
有
料
職
業
紹
介
事
業
者
が
取
り
扱
う
職
種
ご
と
の
常
用
就
職
一
件

当
た
り
の
平
均
手
数
料
率
（
職
業
安
定
法
第
三
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
手
数
料
の
合
算
額
を
、
あ

っ
せ
ん
に
よ
り
就
職
し
た
求
職
者
が
従
事
す
べ
き
業
務
に
つ
き
一
年
間
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
賃
金
額
で
除
し

、

。

た
も
の
に
つ
き

当
該
就
職
一
件
当
た
り
の
平
均
と
し
て
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
も
の
を
い
う

以
下
こ
の
第
一
に
お
い
て
同
じ

）
の
実
績
を
含
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
有
料
職
業
紹
介
事
業
者
が
取
り
扱
う

。

職
種
ご
と
の
常
用
就
職
一
件
当
た
り
の
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
手
数
料
を
定
額
で
徴
収
す
る
場
合
に
は
、
平
均
手

数
料
率
の
実
績
に
代
え
て
、
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
就
職
一
件
当
た
り
の
平
均
手
数
料
額

の
実
績
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
二

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
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